


 

 

 

 

２．変更認可申請の概要 

①申 請 者：東京瓦斯株式会社 

②申 請 日：令和２年５月１５日（実施期日：令和２年８月１日） 

③申請内容：東京地区等における小売託送供給料金の従量料金単価について、１立

方メートルにつき 0.06 円の増加。 

※資源エネルギー庁は、本変更認可申請について、５月１８日から６

月１６日までの期間において、パブリックコメントを実施したが、

意見の提出はなかった。 

 

３．料金算定概要及び審査 

・算定内容：  

ステップ１）外生的な要因となる他のガス導管事業者（ＯＣＧＳ）が設定する事業

者間精算料金表及び想定連結託送供給ガス量を基に、「託送供給約款

料金変動額」を算定。 

ステップ２）上記のステップ１で算定した「託送供給約款料金変動額」を「現行託

送供給約款料金原価等」（変更前原価）に加えた額を、「変動額託送

供給約款料金原価等」（変更後原価）として整理。 

ステップ３）当該変更後原価と想定需要から平均単価を求め小売託送料金を設定し、

従量料金単価は、0.06 円の単価増（改定率：0.29%）。 

 

・審査結果： ＯＣＧＳの事業者間精算料金表及び想定連結託送供給ガス量について、

ＯＣＧＳからの説明を通じて内容が合理的であることを確認するとと

もに、東京ガスの上記の算定内容について、東京ガスに説明を求め、事

務局において審査したところ、ガス事業託送供給約款料金算定規則第１

５条の規定に基づいて適正に変動額託送供給約款料金原価等を算定し

た上で小売託送料金へ反映している事を確認した。 

また、本申請について、ガス事業法第４８条第４項各号に定める認可

の要件のいずれにも適合していると認められることを確認した。 

（参考 料金改定の概要） 

託送供給約款 

料金変動額 

現行託送供給約

款料金原価等 

（変更前原価） 

変動額託送供給

約款料金原価等 

（変更後原価） 

需要想定量 

改定後 

平均 

単価 

改定前 

平均 

単価 

料金 

改定額 

単価 

改定率 

[千円･3 年] [千円･3 年] [千円･3 年] [千㎥･3 年] [円/㎥] [円/㎥] [円/㎥] [％] 

2,777,606 863,090,821 865,868,427 41,820,028 20.70 20.64 0.06 0.29 

 

４．経済産業大臣への回答について 

上記審査結果を踏まえ、委員会として、経済産業大臣が本申請に係る認可をするこ

とに異存はない旨、別添案のとおり経済産業大臣に回答することとしたい。 



（案） 
 

官 印 省 略 
番 号 
年 月 日 

 
 
経済産業大臣 宛て 

 
 

電力・ガス取引監視等委員会委員長 
 
 
 

託送供給約款の変更の認可について（回答） 
 
 
令和２年５月２７日付け２０２００５１５資第１０号により、貴職から当委

員会に意見を求められた託送供給約款の変更の認可について、認可することに

異存はありません。 



 

 

 

（参考条文） 

●ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号） 

（託送供給約款） 

第四十八条 一般ガス導管事業者は、その供給区域における託送供給に係る料金その他の供給

条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業大臣の

認可を受けなければならない。ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情を勘

案し、託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、こ

の限りでない。 

２ 前項本文の規定は、同項本文の認可を受けた託送供給約款を変更しようとする場合に準用

する。 

３ （略） 

４ 経済産業大臣は、第一項本文（第二項において準用する場合を含む。以下この条において

同じ。）の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第一項本文の

認可をしなければならない。 

一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。 

二 第一項本文の認可の申請に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託

送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。 

三 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。 

四 一般ガス導管事業者及び第一項本文の認可の申請に係る託送供給約款によりガスの供給

を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負

担の方法が適正かつ明確に定められていること。 

五 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。 

５～１３ （略） 

 

（電力・ガス取引監視等委員会の意見の聴取） 

第百七十七条 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委

員会（以下「委員会」という。）の意見を聴かなければならない。 

一～六 （略） 

七 第四十二条第一項若しくは第二項、第四十四条第二項又は第四十八条第一項（同条第二

項において準用する場合を含む。）若しくは第三項ただし書の認可をしようとするとき。 

八～十二 （略） 

２ （略） 

 

 

 

 

 



 

 

 

●ガス事業託送供給約款料金算定規則（平成二十九年経済産業省令第二十二号） 

（変動額託送供給約款料金原価等の算定） 

第十五条 一般ガス導管事業者は、電気事業法等の一部を改正する等の法律（平成二十七年法

律第四十七号。以下「改正法」という。）附則第十八条第一項又は法第四十八条第一項、第

二項、第六項若しくは第九項若しくは法第五十条第二項の規定により託送供給約款で設定し

た料金（以下「現行託送供給約款料金」という。）を次項の規定により算定する事業者間精

算費及び事業者間精算収益の変動額（他の導管事業者（一般ガス導管事業者又は特定ガス導

管事業者をいう。以下同じ。）が設定する事業者間精算料金表（連結託送供給（導管事業者

が一の需要場所に対する託送供給を連続して行う場合における託送供給のうち、当該一の需

要場所に対して行う最後の託送供給以外の託送供給をいう。以下同じ。）に係る費用を導管

事業者間で精算するための料金を算出するための基礎となる料金表をいう。以下同じ。）及

び想定連結託送供給ガス量（連結託送供給を行うことが見込まれるガスの量をいう。以下同

じ。）の変更に起因するもの）を基に変更しようとするときは、第二条から第十三条までの

規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額託送供給約款料金原価等を算定することができ

る。 

２ 前項の一般ガス導管事業者は、前項に規定する変動額について、第一号に掲げる額から第

二号に掲げる額を減じて得る算定方法により整理した変動額（以下「特別変動額」とい

う。）を算定し、様式第七第一表に整理しなければならない。 

一 事業者間精算料金表及び想定連結託送供給ガス量等を基に、別表第一第一表（１）の規

定により算定した事業者間精算費の額から別表第一第三表の規定により算定した事業者間

精算収益の額を控除した額 

二 現行託送供給約款料金を算定した際に別表第一第一表（１）の規定により算定された事

業者間精算費の額から別表第一第三表の規定により算定した事業者間精算収益の額を控除

した額 

３ 第一項の一般ガス導管事業者は、前項により算定した特別変動額を、託送供給約款料金変

動額として整理しなければならない。 

４ 第一項の一般ガス導管事業者は、現行託送供給約款料金原価等に前項の託送供給約款料金

変動額を加えた額を、変動額託送供給約款料金原価等として整理し、様式第七第二表に整理

しなければならない。 

 

 

●一般ガス導管事業託送供給約款料金審査要領 

第２章 「原価等の算定」に関する審査 

第７節 自助努力の及ばない費用の変動時における原価等の算定の特例 

上記第１節から第６節までの規定にかかわらず、算定規則第１５条第１項の規定により原

価が算定され、申請されたときは、原価等の算定に関する審査については、算定規則第１５

条に定める方法に基づき適正に算定しているか否かにつき、必要な説明を求めて審査するも

のとする。 



■小売託送：料金単価表（東京地区等）
１．標準託送供給料金（第１種）［消費税抜き］

値上額

円/月、契約 345.00 345.00 －

円/㎥ 47.88 47.94 0.06

円/月、契約 395.00 395.00 －

円/㎥ 45.38 45.44 0.06

円/月、契約 801.40 801.40 －

円/㎥ 40.30 40.36 0.06

円/月、契約 1,459.40 1,459.40 －

円/㎥ 37.01 37.07 0.06

円/月、契約 2,329.40 2,329.40 －

円/㎥ 35.27 35.33 0.06

円/月、契約 6,953.40 6,953.40 －

円/㎥ 29.49 29.55 0.06

２．標準託送供給料金（第２種）［消費税抜き］

値上額

円/月、契約 227,570.00 227,570.00 －

円/㎥ 675.00 675.00 －

その他期 円/㎥ 1.30 1.36 0.06

冬期 円/㎥ 1.66 1.72 0.06

円/月、契約 105,840.00 105,840.00 －

円/㎥ 675.00 675.00 －

その他期 円/㎥ 1.95 2.01 0.06

冬期 円/㎥ 2.44 2.50 0.06

円/月、契約 43,070.00 43,070.00 －

円/㎥ 675.00 675.00 －

その他期 円/㎥ 3.35 3.41 0.06

冬期 円/㎥ 4.12 4.18 0.06

資料７－１

料金改定の内容

定額基本料金

流量基本料金

従量料
金単価

改訂前 改定後

改訂前 改定後

定額基本料金

従量料金単価

定額基本料金

従量料金単価

定額基本料金

第
１
種

第
２
種

従量料金単価

定額基本料金

従量料金単価

定額基本料金

従量料金単価

定額基本料金

従量料金単価
Ｄ表

200㎥を超え
500㎥まで

Ｅ表
500㎥を超え
800㎥まで

Ｆ表
800㎥を超え
る場合

その３

定額基本料金
Ａ表

0㎥から
20㎥まで

Ｂ表
20㎥を超え
80㎥まで

流量基本料金

従量料
金単価

定額基本料金

流量基本料金

従量料
金単価

Ｃ表
80㎥を超え
200㎥まで

その１

その２



■ 事務局審査内容

ガス事業法 第４８条第４項

審査結果

一

今般の認可申請は、ガス事業託送供給約款料金算定規則第１５条の規定に基
づき、他の導管事業者が設定する事業者間精算料金表及び想定連結託送供給
ガス量により算定した託送供給約款料金変動額を小売託送料金へ反映している
ことから、料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた
ものであると確認した。

二

今般の認可申請は、託送供給約款料金変動額のみを小売託送料金に反映する
ものであり、託送供給を実質上拒絶しガス供給への参入を妨げるような料金そ
の他の供給条件の設定を行うものではないことから、ガスの供給を受けようとす
る者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれはないと確認した。

三
今般の認可申請は、託送供給約款料金変動額による小売託送料金の単価増加
分を東京地区における従量料金単価へ定額で反映していることから、料金が定
率又は定額をもつて明確に定められていることを確認した。

四

今般の認可申請は、託送供給約款料金変動額を反映した小売託送料金が明確
に定められており、かつ、その他の供給条件等については変更がないことから、
ガスの供給を受ける者の責任に関する事項、費用の負担の方法が適正かつ明
確に定められていることを確認した。

五

今般の認可申請は、託送供給約款料金変動額による小売託送料金の単価増加
分について、東京地区における従量料金単価へ一律同額を反映していることか
ら、特定の者に対して不当な差別的な取扱いをするものではないことを確認し
た。

六
今般の認可申請は、託送供給約款料金変動額のみを小売託送料金に反映する
ものであり、託送供給依頼者やガスの供給を受ける者の料金が割高になるもの
ではないことから、公共の利益の増進に支障はないことを確認した。

第一項本文の認可の申請に係る託送供給約款に
よりガスの供給を受けようとする者が託送供給を
受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

条文（抜粋）

料金が能率的な経営の下における適正な原価に
適正な利潤を加えたものであること。

資料７－２

経済産業大臣は、第一項本文（第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の認可の申請が次の各号のいずれ
にも適合していると認めるときは、第一項本文の認可をしなければならない。

託送供給約款の変更の認可について

一般ガス導管事業者の託送供給約款の変更の認可について、ガス事業法第４８条第４項の規定及び一般ガス導管事業託送供給約
款料金審査要領に照らして審査する。

■事業者名 ：東京瓦斯株式会社

電力・ガス取引監視等委員会事務局

料金が定率又は定額をもつて明確に定められて
いること。

特定の者に対して不当な差別的取扱いをするも
のでないこと。

一般ガス導管事業者及び第一項本文の認可の申
請に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける
者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーター
その他の設備に関する費用の負担の方法が適正
かつ明確に定められていること。

前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進
に支障がないこと。



■ 事務局審査内容

料金算定内容等に係る審査

現行託送供給約款料金を算定した際の
事業者間精算費用と事業者間精算収益
の差を計算する

上記の①と②の差を計算し、託送供給約
款料金変動額として整理する

ステップ１で算定した「託送供給約款料
金変動額」を、「現行託送供給約款料金
原価等」に加え、「変動額託送供給約款
料金原価等」（変更後原価）として整理す
る

ステップ２で算定した変更後原価と想定
需要から小売託送料金の改定額を設定
する。

■ 事務局の審査結果

変分改定による変動後の事業者間精算
費用と事業者間精算収益の差を計算す
る

ステップ２ （算定規則第１５条第４項）

ステップ３

ステップ１で算定された金額と現行託送供給約款料金原価等を用い、適正に算定されて
いることを確認した。

金額 ： 865,868,427千円
（託送供給約款料金変動額（2,777,606千円）＋現行託送供給約款料金原価等
（863,090,821千円））

現行収益額：19,811,848千円
想定追加収益額：236,989千円
想定連結託送供給ガス量：（非公表）

ガス事業託送供給約款料金算定規則第１５条の規定に基づいて適正に変動額託送供給約款料金原価等を算定した上で、小売託送
料金へ反映しているか審査を行う。

料金算定方法 算定内容・審査結果

申請内容について、ガス事業法第４８条第４項各号に定める認可の要件に適合しており、かつ、ガス事業託送供給約款料金算定規則第
１５条の規定に基づいて適正に変動額託送供給約款料金原価等を算定した上で小売託送料金へ反映していると認められる。

算定内容の詳細について、費用及び収益の算定内容の詳細について、事業者へ説明を
求めたところ、適正に算定されているものと確認した。

【事業者間精算費（３年合計）】
追加費用額及び連結託送供給ガス量の想定が妥当であることを確認した

【事業者間精算収益（３年合計）】
追加収益額及び連結託送供給ガス量の想定が妥当であることを確認した

現行託送供給約款料金を算定した際の額を用い、適正に算定されていることを確認し
た。

金額 ： ▲18,952,692千円 … ②

①と②で算定された金額を用い、適正に算定されていることを確認した。

金額 ： 2,777,606千円
（①の額（▲16,175,086千円）－②の額（▲18,952,692千円））

ステップ２で算定された金額と想定需要を用い、適正に算定されていることを確認した。

金額 ： 0.06円
（変更後平均単価 ： 変更後原価（865,868,427千円）÷想定需要量（41,820,028千㎥））
（変更後平均単価（20.70円）－変更前平均単価（20.64円））

ステップ1 （算定規則第１５条第２項、第３項）

現行費用額：859,156千円
想定追加費用額：3,014,595千円
想定連結託送供給ガス量：3,867,000千㎥N

事業者間精算費（3,873,751千円）－事業者間精算収益（20,048,837千円）
金額 ： ▲16,175,086千円 … ①



経 済 産 業 省

官 印 省 略 

２０２００５１５資第１０号 

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ７ 日 

電力・ガス取引監視等委員会委員長 殿 

経済産業大臣 

託送供給約款の変更の認可について 

 ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）第１７７条第１項第７号の規定により、別添の

申請に係る同法第４８条第２項において準用する同条第１項本文の規定に基づく託送供

給約款の変更の認可について、貴委員会の意見を求めます。 

参考資料７－１





別紙 

変更の内容 

 小売託送供給約款（需要場所で払い出す託送供給）附則および別表第４を次のとおり変更する。 

１．「附則」を次のとおり変更する。 

１．実施期日 

この約款は、2020年５月１日から実施いたします。 

ただし、この約款の２（託送供給約款の認可及び変更）（２）の規定により、別表第 12（供給区域等）

のみを変更した場合には、変更後の別表第 12については、変更後の別表第 12に定める日から実施いたし

ます。 

また、別表第 12（供給区域等）の変更に伴い、別表第１（払い出すガスの圧力並びに払出エリア）（４）

の払出エリアを変更した場合には、変更後の別表第 12に定める日から実施いたします。 

 

とあるを 

 

 １．実施期日 

この約款は、2020年８月１日から実施いたします。 

ただし、この約款の２（託送供給約款の認可及び変更）（２）の規定により、別表第 12（供給区域等）

のみを変更した場合には、変更後の別表第 12については、変更後の別表第 12に定める日から実施いたし

ます。 

また、別表第 12（供給区域等）の変更に伴い、別表第１（払い出すガスの圧力並びに払出エリア）（４）

の払出エリアを変更した場合には、変更後の別表第 12に定める日から実施いたします。 

 

 と、改める。 

 

 ２．この約款の実施に伴う切り替え措置 

― 標準託送供給料金第１種 ―  

（１）当社は、その初日が 2020年７月 31日以前に属し、その末日が 2020年８月１日以降に属する算定 

 期間（以下「本算定期間」といいます。）については、次の算式によって算定する金額に消費税等相当額 

 を加えた金額を託送供給料金として申し受けます。 

（算式） 

料金（小数点第 1位以下の端数切り捨て） 

＝①旧約款適用期間の料金＋②本約款適用期間の料金 

①旧約款適用期間の料金（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＝③旧約款別表第４の基本料金×Ｄ１／Ｄ（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＋④旧約款別表第４の従量料金×Ｖ１ 

②本約款適用期間の料金（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＝⑤本約款別表第４の基本料金×Ｄ２／Ｄ（小数点第３位以下の端数切り捨て）  

＋⑥本約款別表第４の従量料金×Ｖ２ 

 

（備 考） （以下（２）から（４）においても同じ） 

旧約款＝2020年７月 31日まで適用された小売託送供給約款 

Ｄ＝上記料金算定期間の日数 

Ｄ１＝Ｄのうち旧約款適用期間の日数 

＝料金算定期間の初日から起算して 2020年７月 31日までの日数 

Ｄ２＝Ｄのうち本約款適用期間の日数 

 ＝2020年８月１日から起算して料金算定期間末日までの日数 

Ｖ＝上記料金算定期間の使用量 

Ｖ１＝Ｖのうち旧約款適用期間の使用量 



 ＝Ｖ×Ｄ１／Ｄ（小数点第１位以下の端数切り捨て） 

Ｖ２＝Ｖのうち本約款適用期間の使用量 

 ＝Ｖ－Ｖ１ 

 

（２） 当社は、（１）の料金の算定にあたって、旧約款別表第４および本約款別表第４においていずれの 

料金表を適用するかは、上記料金算定期間の使用量Ｖにより判定いたします。 

 

（３） 当社は、（１）の料金の算定にあたって、本約款 17（８）の①から③のいずれかに該当する場合は、 

旧約款適用期間の料金および本約款適用期間の料金を、それぞれ次の算式により日割計算します。 

（算式） 

①旧約款適用期間の料金（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

 ＝③旧約款別表第４の基本料金×Ｄ１／30（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＋④旧約款別表第４の従量料金×Ｖ１ 

②本約款適用期間の料金（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＝⑤本約款別表第４の基本料金×Ｄ２／30（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＋⑥本約款別表第４の従量料金×Ｖ２ 

 

（４） 当社は、（３）における旧約款適用期間の料金および本約款適用期間の料金の算定にあたって、旧 

約款別表第４および本約款別表第４においていずれの料金表を適用するかは、次の算式により算定した 

１か月換算使用量により判定いたします。 

（算式） 

１か月換算使用量＝Ｖ×30／Ｄ 

 

― 標準託送供給料金第２種 ―  

（１）当社は、その初日が 2020年７月 31日以前に属し、その末日が 2020年８月１日以降に属する算定 

期間（以下「本算定期間」といいます。）については、次の算式によって算定する金額に消費税等相当額 

を加えた金額を託送供給料金として申し受けます。 

（算式） 

料金（小数点第 1位以下の端数切り捨て） 

＝①旧約款適用期間の料金＋②本約款適用期間の料金 

①旧約款適用期間の料金（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＝③旧約款別表第４の基本料金×Ｄ１／Ｄ（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＋④旧約款別表第４の従量料金×Ｖ１ 

②本約款適用期間の料金（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＝⑤本約款別表第４の基本料金×Ｄ２／Ｄ（小数点第３位以下の端数切り捨て）  

＋⑥本約款別表第４の従量料金×Ｖ２ 

 

（備 考） （以下（２）においても同じ） 

旧約款＝2020年７月 31日まで適用された小売託送供給約款 

Ｄ＝上記料金算定期間の日数 

Ｄ１＝Ｄのうち旧約款適用期間の日数 

＝料金算定期間の初日から起算して 2020年７月 31日までの日数 

Ｄ２＝Ｄのうち本約款適用期間の日数 

 ＝2020年８月１日から起算して料金算定期間末日までの日数 

Ｖ＝上記料金算定期間の使用量 

Ｖ１＝Ｖのうち旧約款適用期間の使用量 

 ＝Ｖ×Ｄ１／Ｄ（小数点第１位以下の端数切り捨て） 

Ｖ２＝Ｖのうち本約款適用期間の使用量 

 ＝Ｖ－Ｖ１ 

 

（２） 当社は、（１）の料金の算定にあたって、本約款 17（９）の①または②に該当する場合は、旧約款 



適用期間の料金および本約款適用期間の料金を、それぞれ次の算式により日割計算します。 

（算式） 

①旧約款適用期間の料金（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

 ＝③旧約款別表第４の基本料金×Ｄ１／30（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

 ＋④旧約款別表第４の従量料金×Ｖ１ 

②本約款適用期間の料金（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＝⑤本約款別表第４の基本料金×Ｄ２／30（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＋⑥本約款別表第４の従量料金×Ｖ２ 

 

 を、追加する。 

 

２．定期修理時等における取り扱い 

 

とあるを 

 

３．定期修理時等における取り扱い 

 

 と、改める。 

 

３．約款等の閲覧場所 

 

とあるを 

 

４．約款等の閲覧場所 

 

 と、改める。 

 

４．乖離率に係る暫定的措置 

 

とあるを 

 

５．乖離率に係る暫定的措置 

 

 と、改める。 

 

 
２．「（別表第４）料金表」を次のとおり変更する。   
４－１．東京地区等（45MJ地区） 
 

〔標準託送供給料金第１種〕 

１． 適用区分 

料金表Ａ ガス量が０立方メートルから 20立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｂ ガス量が 20立方メートルを超え、80立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｃ ガス量が 80立方メートルを超え、200立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｄ ガス量が 200立方メートルを超え、500立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｅ ガス量が 500立方メートルを超え、800立方メートルまでの場合に適用いたします。 



料金表Ｆ ガス量が 800立方メートルを超える場合に適用いたします。 

 

２．料金表Ａ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ３４５．００円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ４７．８８円 

 

３．料金表Ｂ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ３９５．００円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ４５．３８円 

 

４．料金表Ｃ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ８０１．４０円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ４０．３０円 

 

５．料金表Ｄ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき １，４５９．４０円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ３７．０１円 

 

６．料金表Ｅ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ２，３２９．４０円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ３５．２７円 

 

７．料金表Ｆ 

（１）定額基本料金 



１か月及び１個別契約につき ６，９５３．４０円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ２９．４９円 

 

 

〔標準託送供給料金第２種〕 

８．適用 

（１）別表第４（料金表）４－１の９、10、11の料金表の中から、いずれか１つを選択していただきます。 

（２）従量料金単価の「その他期」は、料金算定期間の末日が３月の定例検針日の翌日から 11 月の定例検針

日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。 

ただし、定例検針日が当社の第１営業日の場合は、料金算定期間の末日が４月の定例検針日の翌日から

12月の定例検針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。 

（３）従量料金単価の「冬期」は、料金算定期間の末日が 11 月の定例検針日の翌日から翌年の３月の定例検

針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。 

ただし、定例検針日が当社の第１営業日の場合は、料金算定期間の末日が 12 月の定例検針日の翌日か

ら翌年の４月の定例検針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。 

 

９．標準託送供給料金第２種その１ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ２２７，５７０．００円 

（２）流量基本料金単価 

1立方メートルにつき ６７５．００円 

（３）従量料金単価 

１立方メートルにつき（その他期） １．３０円 

１立方メートルにつき（冬期） １．６６円 

 

10．標準託送供給料金第２種その２ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき １０５，８４０．００円 

（２）流量基本料金単価 

1立方メートルにつき ６７５．００円 

（３）従量料金単価 

１立方メートルにつき（その他期） １．９５円 

１立方メートルにつき（冬期） ２．４４円 

 



11．標準託送供給料金第２種その３ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ４３，０７０．００円 

（２）流量基本料金単価 

1立方メートルにつき ６７５．００円 

（３）従量料金単価 

１立方メートルにつき（その他期） ３．３５円 

１立方メートルにつき（冬期） ４．１２円 

 

 

  とあるを、 
   
４－１．東京地区等（45MJ地区） 
 

〔標準託送供給料金第１種〕 

１． 適用区分 

料金表Ａ ガス量が０立方メートルから 20立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｂ ガス量が 20立方メートルを超え、80立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｃ ガス量が 80立方メートルを超え、200立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｄ ガス量が 200立方メートルを超え、500立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｅ ガス量が 500立方メートルを超え、800立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｆ ガス量が 800立方メートルを超える場合に適用いたします。 

 

２．料金表Ａ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ３４５．００円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ４７．９４円 

 

３．料金表Ｂ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ３９５．００円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ４５．４４円 

 

４．料金表Ｃ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ８０１．４０円 

（２）従量料金単価 



１立方メートルにつき ４０．３６円 

 

５．料金表Ｄ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき １，４５９．４０円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ３７．０７円 

 

６．料金表Ｅ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ２，３２９．４０円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ３５．３３円 

 

７．料金表Ｆ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ６，９５３．４０円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ２９．５５円 

 

 

〔標準託送供給料金第２種〕 

８．適用 

（１）別表第４（料金表）４－１の９、10、11の料金表の中から、いずれか１つを選択していただきます。 

（２）従量料金単価の「その他期」は、料金算定期間の末日が３月の定例検針日の翌日から 11 月の定例検針

日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。 

ただし、定例検針日が当社の第１営業日の場合は、料金算定期間の末日が４月の定例検針日の翌日から

12月の定例検針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。 

（３）従量料金単価の「冬期」は、料金算定期間の末日が 11 月の定例検針日の翌日から翌年の３月の定例検

針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。 

ただし、定例検針日が当社の第１営業日の場合は、料金算定期間の末日が 12 月の定例検針日の翌日か

ら翌年の４月の定例検針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。 

 

９．標準託送供給料金第２種その１ 

（１）定額基本料金 



１か月及び１個別契約につき ２２７，５７０．００円 

（２）流量基本料金単価 

1立方メートルにつき ６７５．００円 

（３）従量料金単価 

１立方メートルにつき（その他期） １．３６円 

１立方メートルにつき（冬期） １．７２円 

 

10．標準託送供給料金第２種その２ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき １０５，８４０．００円 

（２）流量基本料金単価 

1立方メートルにつき ６７５．００円 

（３）従量料金単価 

１立方メートルにつき（その他期） ２．０１円 

１立方メートルにつき（冬期） ２．５０円 

 

11．標準託送供給料金第２種その３ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ４３，０７０．００円 

（２）流量基本料金単価 

1立方メートルにつき ６７５．００円 

（３）従量料金単価 

１立方メートルにつき（その他期） ３．４１円 

１立方メートルにつき（冬期） ４．１８円 

 
 
と改める。 

 

 

 

  



 

添 付 書 類 

 

 

１ 変更を必要とする理由 

 

２ 新旧対照表 

 

３ ガス事業法施行規則第六十五条第３項第３号のニに規定する書類 

  ガス事業託送料金算定規則様式第６（託送供給約款料金原価等と料金収入の比較表） 

              様式第７（特別変動額整理表および変動額託送供給約款料金原価等整理表） 

 

 

 

  



 

変更を必要とする理由 

 

１．新たな事業者間精算取引開始 

扇島都市ガス供給株式会社が、特定ガス導管を新設して、東京地区等の導管ネットワークと接続し、

連結託送供給を開始しました。 

 これにより、事業者間精算費用が変動するため、ガス事業託送供給約款料金算定規則第十五条の規

定に基づき、託送料金の変分改定を実施いたします。 

 

２．申請の内容 

（１）「附則」の変更 

   ・約款実施期日を変更いたします。 

   ・この約款の実施に伴う切り替え措置について追記します。 

（２）「（別表第４）料金表」の変更 

    ・東京地区等における従量料金単価を一律 0.06 円/m3 値上げいたします。 

     

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新   旧   対   照   表 

 

 

 

 

 

 

 

 



現行の供給約款 備 考  変更後の供給約款 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 売 託 送 供 給 約 款 
 

（需要場所で払い出す託送供給） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年５月１日実施 

 

 

 

東京瓦斯株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変  更 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

小 売 託 送 供 給 約 款 
 

（需要場所で払い出す託送供給） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年８月１日実施 

 

 

 

東京瓦斯株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現行の供給約款 備 考  変更後の供給約款 

 

平成 28年 12月 16 日付 20160729 資第９号  認可 

2020 年 ４月 20 日付 072-2020：059     届出 

 

変  更 

  

2020年X月XX日付 2020XXXX 資第XX号  認可 

 

 

＜附 則＞ 

現行の小売託送供給約款 備 考  変更後の小売託送供給約款 

１．実施期日 

この約款は、2020年５月１日から実施いたします。 

ただし、この約款の２（託送供給約款の認可及び変更）（２）の規定により、別表第 12（供給区域

等）のみを変更した場合には、変更後の別表第 12については、変更後の別表第 12に定める日から実

施いたします。 

また、別表第 12（供給区域等）の変更に伴い、別表第１（払い出すガスの圧力並びに払出エリア）

（４）の払出エリアを変更した場合には、変更後の別表第 12に定める日から実施いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変  更 

 

 

 

 

 

追  加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １．実施期日 

この約款は、2020年８月１日から実施いたします。 

ただし、この約款の２（託送供給約款の認可及び変更）（２）の規定により、別表第 12（供給区域等）

のみを変更した場合には、変更後の別表第 12については、変更後の別表第 12に定める日から実施いた

します。 

また、別表第 12（供給区域等）の変更に伴い、別表第１（払い出すガスの圧力並びに払出エリア）（４）

の払出エリアを変更した場合には、変更後の別表第 12に定める日から実施いたします。 

 

２．この約款の実施に伴う切り替え措置 

― 標準託送供給料金第１種 ―  

（１）当社は、その初日が 2020 年７月 31 日以前に属し、その末日が 2020 年８月１日以降に属する算定期

間（以下「本算定期間」といいます。）については、次の算式によって算定する金額に消費税等相当額を

加えた金額を託送供給料金として申し受けます。 

（算式） 

料金（小数点第 1位以下の端数切り捨て） 

＝①旧約款適用期間の料金＋②本約款適用期間の料金 

①旧約款適用期間の料金（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＝③旧約款別表第４の基本料金×Ｄ１／Ｄ（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＋④旧約款別表第４の従量料金×Ｖ１ 

②本約款適用期間の料金（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＝⑤本約款別表第４の基本料金×Ｄ２／Ｄ（小数点第３位以下の端数切り捨て）  

＋⑥本約款別表第４の従量料金×Ｖ２ 

 

（備 考） （以下（２）から（４）においても同じ） 

旧約款＝2020年７月 31日まで適用された小売託送供給約款 

Ｄ＝上記料金算定期間の日数 

Ｄ１＝Ｄのうち旧約款適用期間の日数 

＝料金算定期間の初日から起算して 2020年７月 31日までの日数 

Ｄ２＝Ｄのうち本約款適用期間の日数 

 ＝2020年８月１日から起算して料金算定期間末日までの日数 

Ｖ＝上記料金算定期間の使用量 

Ｖ１＝Ｖのうち旧約款適用期間の使用量 

 ＝Ｖ×Ｄ１／Ｄ（小数点第１位以下の端数切り捨て） 

Ｖ２＝Ｖのうち本約款適用期間の使用量 

 ＝Ｖ－Ｖ１ 

 

（２）当社は、（１）の料金の算定にあたって、旧約款別表第４および本約款別表第４においていずれの料金

表を適用するかは、上記料金算定期間の使用量Ｖにより判定いたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変  更 

（３）当社は、（１）の料金の算定にあたって、本約款 17（８）の①から③のいずれかに該当する場合は、

旧約款適用期間の料金および本約款適用期間の料金を、それぞれ次の算式により日割計算します。 

（算式） 

①旧約款適用期間の料金（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

 ＝③旧約款別表第４の基本料金×Ｄ１／30（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＋④旧約款別表第４の従量料金×Ｖ１ 

②本約款適用期間の料金（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＝⑤本約款別表第４の基本料金×Ｄ２／30（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＋⑥本約款別表第４の従量料金×Ｖ２ 

 

（４）当社は、（３）における旧約款適用期間の料金および本約款適用期間の料金の算定にあたって、旧約款

別表第４および本約款別表第４においていずれの料金表を適用するかは、次の算式により算定した１か

月換算使用量により判定いたします。 

（算式） 

１か月換算使用量＝Ｖ×30／Ｄ 

 

― 標準託送供給料金第２種 ―  

（１）当社は、その初日が 2020 年７月 31 日以前に属し、その末日が 2020 年８月１日以降に属する算定期

間（以下「本算定期間」といいます。）については、次の算式によって算定する金額に消費税等相当額を

加えた金額を託送供給料金として申し受けます。 

（算式） 

料金（小数点第 1位以下の端数切り捨て） 

＝①旧約款適用期間の料金＋②本約款適用期間の料金 

①旧約款適用期間の料金（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＝③旧約款別表第４の基本料金×Ｄ１／Ｄ（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＋④旧約款別表第４の従量料金×Ｖ１ 

②本約款適用期間の料金（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＝⑤本約款別表第４の基本料金×Ｄ２／Ｄ（小数点第３位以下の端数切り捨て）  

＋⑥本約款別表第４の従量料金×Ｖ２ 

 

（備 考） （以下（２）においても同じ） 

旧約款＝2020年７月 31日まで適用された小売託送供給約款 

Ｄ＝上記料金算定期間の日数 

Ｄ１＝Ｄのうち旧約款適用期間の日数 

＝料金算定期間の初日から起算して 2020年７月 31日までの日数 

Ｄ２＝Ｄのうち本約款適用期間の日数 

 ＝2020年８月１日から起算して料金算定期間末日までの日数 

Ｖ＝上記料金算定期間の使用量 

Ｖ１＝Ｖのうち旧約款適用期間の使用量 

 ＝Ｖ×Ｄ１／Ｄ（小数点第１位以下の端数切り捨て） 

Ｖ２＝Ｖのうち本約款適用期間の使用量 

 ＝Ｖ－Ｖ１ 

 

（２）当社は、（１）の料金の算定にあたって、本約款 17（９）の①または②に該当する場合は、旧約款適

用期間の料金および本約款適用期間の料金を、それぞれ次の算式により日割計算します。 

（算式） 

①旧約款適用期間の料金（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

 ＝③旧約款別表第４の基本料金×Ｄ１／30（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＋④旧約款別表第４の従量料金×Ｖ１ 

②本約款適用期間の料金（小数点第３位以下の端数切り捨て） 



 

 

 

 

２．定期修理時等における取り扱い 

託送供給依頼者のガス製造設備の定期修理（一定期間を限り定期的に行われる検査又は修理をいい

ます。）により受入地点において当社にガスを受け渡すことができない期間が生じる場合等の取り扱

いに関しては、当社と託送供給依頼者で別途協議して定めます。 

 

３．約款等の閲覧場所 

この約款並びに当社導管の経路の閲覧場所は以下のとおりです。 

 

本社    〒105-8527 港区海岸 1-5-20 

託送受付センター   〒163-1059 新宿区西新宿 3-7-1 

日立導管・設備C  〒317-0073 日立市幸町 1-22-2 

群馬導管・設備C  〒370-0045 高崎市東町 134-6 

宇都宮導管・設備C  〒321-0953 宇都宮市東宿郷 4-2-16 

 

４．乖離率に係る暫定的措置 

2019 年３月 31 日までの期間に初めて基本契約を締結し、この基本契約の締結日から２年間におけ

る託送供給依頼者（以下「暫定措置対象者」といいます。）については、４（引受条件）（10）③、24

（ガスの過不足の精算）においては「５パーセント」を「５パーセント（暫定措置対象者は 10パーセ

ント）」と読み替えます。 

 

 

 

 

 

変  更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変  更 

＝⑤本約款別表第４の基本料金×Ｄ２／30（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＋⑥本約款別表第４の従量料金×Ｖ２ 

 

 

３．定期修理時等における取り扱い 

託送供給依頼者のガス製造設備の定期修理（一定期間を限り定期的に行われる検査又は修理をいいま

す。）により受入地点において当社にガスを受け渡すことができない期間が生じる場合等の取り扱いに

関しては、当社と託送供給依頼者で別途協議して定めます。 

 

４．約款等の閲覧場所 

この約款並びに当社導管の経路の閲覧場所は以下のとおりです。 

 

本社    〒105-8527 港区海岸 1-5-20 

託送受付センター   〒163-1059 新宿区西新宿 3-7-1 

日立導管・設備C  〒317-0073 日立市幸町 1-22-2 

群馬導管・設備C  〒370-0045 高崎市東町 134-6 

宇都宮導管・設備C  〒321-0953 宇都宮市東宿郷 4-2-16 

 

５．乖離率に係る暫定的措置 

2019年３月 31日までの期間に初めて基本契約を締結し、この基本契約の締結日から２年間における

託送供給依頼者（以下「暫定措置対象者」といいます。）については、４（引受条件）（10）③、24（ガ

スの過不足の精算）においては「５パーセント」を「５パーセント（暫定措置対象者は 10パーセント）」

と読み替えます。 

 

 

 

 

＜（別表第４）料金表＞ 

現行の小売託送供給約款 備 考  変更後の小売託送供給約款 

 
４－１．東京地区等（45MJ地区） 
 

〔標準託送供給料金第１種〕 

１． 適用区分 

料金表Ａ ガス量が０立方メートルから 20立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｂ ガス量が 20立方メートルを超え、80立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｃ ガス量が 80立方メートルを超え、200立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｄ ガス量が 200立方メートルを超え、500立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｅ ガス量が 500立方メートルを超え、800立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｆ ガス量が 800立方メートルを超える場合に適用いたします。 

 

２．料金表Ａ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ３４５．００円 

 

変  更 

 

  
４－１．東京地区等（45MJ地区） 
 

〔標準託送供給料金第１種〕 

１． 適用区分 

料金表Ａ ガス量が０立方メートルから 20立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｂ ガス量が 20立方メートルを超え、80立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｃ ガス量が 80立方メートルを超え、200立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｄ ガス量が 200立方メートルを超え、500立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｅ ガス量が 500立方メートルを超え、800立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｆ ガス量が 800立方メートルを超える場合に適用いたします。 

 

２．料金表Ａ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ３４５．００円 



（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ４７．８８円 

 

３．料金表Ｂ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ３９５．００円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ４５．３８円 

 

４．料金表Ｃ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ８０１．４０円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ４０．３０円 

 

５．料金表Ｄ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき １，４５９．４０円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ３７．０１円 

 

６．料金表Ｅ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ２，３２９．４０円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ３５．２７円 

 

７．料金表Ｆ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ６，９５３．４０円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ２９．４９円 

 

 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ４７．９４円 

 

３．料金表Ｂ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ３９５．００円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ４５．４４円 

 

４．料金表Ｃ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ８０１．４０円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ４０．３６円 

 

５．料金表Ｄ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき １，４５９．４０円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ３７．０７円 

 

６．料金表Ｅ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ２，３２９．４０円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ３５．３３円 

 

７．料金表Ｆ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ６，９５３．４０円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ２９．５５円 

 

 



〔標準託送供給料金第２種〕 

８．適用 

（１）別表第４（料金表）４－１の９、10、11の料金表の中から、いずれか１つを選択していただきます。 

（２）従量料金単価の「その他期」は、料金算定期間の末日が３月の定例検針日の翌日から 11月の定例検

針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。 

ただし、定例検針日が当社の第１営業日の場合は、料金算定期間の末日が４月の定例検針日の翌日

から 12月の定例検針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。 

（３）従量料金単価の「冬期」は、料金算定期間の末日が 11月の定例検針日の翌日から翌年の３月の定例

検針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。 

ただし、定例検針日が当社の第１営業日の場合は、料金算定期間の末日が 12月の定例検針日の翌日

から翌年の４月の定例検針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。 

 

９．標準託送供給料金第２種その１ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ２２７，５７０．００円 

（２）流量基本料金単価 

1立方メートルにつき ６７５．００円 

（３）従量料金単価 

１立方メートルにつき（その他期） １．３０円 

１立方メートルにつき（冬期） １．６６円 

 

10．標準託送供給料金第２種その２ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき １０５，８４０．００円 

（２）流量基本料金単価 

1立方メートルにつき ６７５．００円 

（３）従量料金単価 

１立方メートルにつき（その他期） １．９５円 

１立方メートルにつき（冬期） ２．４４円 

 

11．標準託送供給料金第２種その３ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ４３，０７０．００円 

（２）流量基本料金単価 

1立方メートルにつき ６７５．００円 

〔標準託送供給料金第２種〕 

８．適用 

（１）別表第４（料金表）４－１の９、10、11の料金表の中から、いずれか１つを選択していただきます。 

（２）従量料金単価の「その他期」は、料金算定期間の末日が３月の定例検針日の翌日から 11 月の定例検

針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。 

ただし、定例検針日が当社の第１営業日の場合は、料金算定期間の末日が４月の定例検針日の翌日か

ら 12月の定例検針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。 

（３）従量料金単価の「冬期」は、料金算定期間の末日が 11 月の定例検針日の翌日から翌年の３月の定例

検針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。 

ただし、定例検針日が当社の第１営業日の場合は、料金算定期間の末日が 12 月の定例検針日の翌日

から翌年の４月の定例検針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。 

 

９．標準託送供給料金第２種その１ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ２２７，５７０．００円 

（２）流量基本料金単価 

1立方メートルにつき ６７５．００円 

（３）従量料金単価 

１立方メートルにつき（その他期） １．３６円 

１立方メートルにつき（冬期） １．７２円 

 

10．標準託送供給料金第２種その２ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき １０５，８４０．００円 

（２）流量基本料金単価 

1立方メートルにつき ６７５．００円 

（３）従量料金単価 

１立方メートルにつき（その他期） ２．０１円 

１立方メートルにつき（冬期） ２．５０円 

 

11．標準託送供給料金第２種その３ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ４３，０７０．００円 

（２）流量基本料金単価 

1立方メートルにつき ６７５．００円 



（３）従量料金単価 

１立方メートルにつき（その他期） ３．３５円 

１立方メートルにつき（冬期） ４．１２円 
 

（３）従量料金単価 

１立方メートルにつき（その他期） ３．４１円 

１立方メートルにつき（冬期） ４．１８円 
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＜託送供給約款料金算定規則様式一覧＞

様式 内容

様式第12 第１表 ガス需要計画

第２表 設備投資計画

様式第13 営業費等算定総括表

様式第14 事業報酬算定総括表

様式第15 控除項目算定総括表

様式第16 第１表 原価等整理表

第２表 機能別原価整理表

第２表補足 原価等の項目別の機能別原価への配分率表

様式第17 第１表 託送供給約款料金原価等と料金収入の比較表

第２表 選択的託送供給約款料金種別一覧表 （該当なし）



様式第１２ 第１表

（単位：千ｍ3N)

需要量 － － 1,289,000 1,289,000 1,289,000 3,867,000

平成30年
度

実績

 ガ ス 需 要 計 画

令和元年
度

見込み
令和2年度計 令和3年度計

原価算定期間計
(令和2年度～

4年度)
備考令和4年度計



様式第１２ 第２表

 設 備 投 資 計 画 

（単位：百万円）

備考

 土 地 0 0 0 0 0 0

 建 物 0 140 0 0 0 0

ガスホルダー 0 0 0 0 0 0

供 その他機械装置 0 236 0 0 0 0

給 特定導管 0 3,654 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0 0

計 0 4,029 0 0 0 0

 業務設備 0 0 0 0 0 0

合 計 0 4,029 0 0 0 0

 工事負担金等
（合計の内訳）

0 0 0 0 0 0

原価算定期間計
(令和2年度～

4年度)

令和元年度
見込み

平成30年度
実績

令和3年度計令和2年度計 令和4年度計



様式第１３

 営 業 費 等 算 定 総 括 表 

（原価算定期間：令和2年4月～5年3月） （単位：千円）

項 目 ・ 科 目 金 額 備 考

役員給与 0

労 給 料 23,979

雑 給 0

務 賞与手当 10,425

法定福利費 3,648

費 厚生福利費 346

退職手当 2,346

 計 40,744

修繕費 2,000

電力料 0

水道料 0

使用ガス費 0

消耗品費 348

諸 運賃 0

旅費交通費 870

通信費 7,083

保険料 21,112

賃借料 49,220

経 委託作業費 67,800

租税課金(法人税・地方法人税・住
民税(法人税割)を除く。)

170,674

試験研究費 0

教育費 0

需要開発費 0

費 たな卸減耗費 0

固定資産除却費 0

貸倒償却 0

＜0＞ 寄付金に係る費用

雑費 ＜0＞ 団体費に係る費用

3,654

需給調整費 0

費 バイオガス調達費 0

需要調査・開拓費 0

事業者間精算費 1,214,121

 計 1,536,882

減価償却費 977,883

営業外費用 0

133,907

合 計 2,689,416

法人税・地方法人税・住民税（法人税割
に限る。）



様式第１４

 事 業 報 酬 算 定 総 括 表 

（原価算定期間：令和2年4月～5年3月） （単位：千円）

項 目 ・ 科 目 金 額 金 額 備 考

固定資産投資額 （ ） 10,621,682

運転資本 （ ） 192,793

繰延資産残高 （ ） 0

 計 （ ） 10,814,475

 事業報酬率 （ ％ ） 3.01%

 事業報酬額 （ ） 325,516

レ
ー
ト
ベ
ー
ス



様式第１５

 控 除 項 目 算 定 総 括 表 

（原価算定期間：令和2年4月～5年3月） （単位：千円）

項 目 金 額 備 考

 営業雑益 0

 雑収入 0

 事業者間精算収益 3,014,932

合 計 3,014,932



様式第１６ 第１表

 原 価 等 整 理 表 

（単位：千円）

項 目 ・ 科 目 供給販売費 一般管理費 その他項目 合 計

役員給与 0 0 － 0

給 料 12,696 11,283 － 23,979

雑 給 0 0 － 0

労務費 賞与手当 5,520 4,905 － 10,425

営 法定福利費 1,932 1,716 － 3,648

厚生福利費 184 162 － 346

退職手当 1,242 1,104 － 2,346

 計 21,574 19,170 － 40,744

修繕費 2,000 0 － 2,000

電力料 0 0 － 0

水道料 0 0 － 0

業 使用ガス費 0 0 0

消耗品費 0 348 － 348

運賃 0 0 － 0

旅費交通費 0 870 － 870

通信費 6,300 783 － 7,083

保険料 20,155 957 － 21,112

賃借料 44,000 5,220 － 49,220

費 諸経費 委託作業費 53,880 13,920 － 67,800

租税課金 170,674 0 － 170,674

試験研究費 0 0 － 0

教育費 0 0 － 0

需要開発費 0 0 － 0

たな卸減耗費 0 0 － 0

固定資産除却費 0 0 － 0

貸倒償却 0 0 － 0

雑費 0 3,654 － 3,654

需給調整費 0 0 － 0

バイオガス調達費 0 0 － 0

需要調査・開拓費 0 0 － 0

事業者間精算費 1,214,121 0 － 1,214,121

 計 1,511,130 25,752 － 1,536,882

減価償却費 977,790 93 － 977,883

営業外費用 － － 0 0

－ － 133,907 133,907

事業報酬 － － 325,516 325,516

小 計  （Ａ） 2,510,494 45,015 459,423 3,014,932

控除項目 営業雑益 － － 0 0

雑収入 － － 0 0

事業者間精算収益 － － 3,014,932 3,014,932

 計  （Ｂ） － － 3,014,932 3,014,932

合計（原価等） （C）＝（A）－（B） － － － 0

法人税・地方法人税・住民税
（法人税割に限る。）



様式第１６ 第２表

 機 能 別 原 価 整 理 表 

（単位：千円）

機能別原価項目 金額

ホルダー原価 0

供給需要原価 高圧導管原価 0

中圧導管原価 0

中圧Ａ導管原価 0

中圧Ｂ導管原価 0

低圧導管原価 0

 計 0

需要家原価 供給管原価 0

メーター原価 0

検針原価 0

内管保安原価 0

計 0

託送供給特定原価 0

合 計 （原価等） 0



様式第１６第２表補足

 原 価 等 の 項 目 別 の 機 能 別 原 価 へ の 配 分 率 表 

（単位：％）

供 給 販 売 費 一 般 管 理 費 そ の 他 項 目

営業雑益 雑収入
事業者間精

算収益

ホルダー原価 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

高圧導管原価 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00

中圧導管原価 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

中圧Ａ導管原価 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

中圧Ｂ導管原価 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

低圧導管原価 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00

供給管原価 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

メーター原価 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

検針原価 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

内管保安原価 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

託送供給特定原価 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

合計（原価等） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00

営業外費用 事業報酬
法人税・地方
法人税・住民

税

控除項目
労務費 諸経費 減価償却費 労務費 諸経費 減価償却費

供
給
需
要
原
価

需
要
家
原
価



様式第１７ 第１表

 託送供給約款料金原価等と料金収入の比較表 

託送供給約款料金原価等（ａ） 想定需要量（ｂ） 平均単価（ａ／ｂ） 想定料金収入

（千円） （千ｍ3N） （円／ｍ3N） （千円）

0 0 0 0
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